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建物の寿命と耐用年数

　わが国の建物は以前から寿命が短いといわれてき

たが、最近では長寿命化の推進などもあって世間の

認識が少しずつ変化してきているように思われる。従

来の建物寿命観には、いわゆる法定耐用年数が大き

く影響しているように思うが、これについては後に述べ

ることにする。

■ 建物の物理的耐久性
　建物の寿命というと、まず物理的に何年もつのかと

いう話がでてくる。いきなり結論を述べれば、使い方次

第で何年でももつというのが筆者の答えである。法隆

寺を引き合いに出すまでもなく、わが国には何百年とい

う時間を経た木造建築はいくらでもある。逆に最近の

例でいえば、丹下健三の設計による赤坂プリンスホテ

ルはまだまだ使えそうなのに取り壊されてしまったし、

もっとあわれなのは旧日本長期信用銀行（長銀）本店

ビルであった（写真）。

　日建設計と竹中工務店という日本を代表する設計

事務所とゼネコンにより、100年を超える使用に耐える

建物として建設されたはずであるのに、わずか20年で

解体されてしまった。これらの建物は物理的な限界と

いうより、機能的な限界を理由に取り壊されたと考えら

れる。建物が何年使用に耐えるかという議論は、建物

の生死が所有者の意向に依存するので客観的に議

論することは非常にむずかしい。まずは以下に木造、

鉄骨造、鉄筋コンクリート（ＲＣ）造について物理的な耐

久性の基本を簡単に述べる。 

　まず木造建築については柱や梁などの構造部分を

構成する木材の腐朽（くされ）が決め手となる。腐朽は

腐朽菌というキノコ類の働きにより木材の成分が分解

されることによって生じるが、周辺の環境条件によって

腐朽の進行は異なる。一般に木材の中に含まれる水

分の割合（含水率）が高いほど腐朽しやすくなるが、

一定の含水率以下だと腐朽はほとんど生じない。また

防腐剤を木材に含浸させることでも腐朽を防ぐことは

可能である。つまり木材は常に乾燥している状況では

腐朽は生じないが、湿気や水分に常に接しているとす

ぐに腐朽してしまうことになる。かつての安普請の木造

建築では、土台が地面に近いところにあり、地面から

の湿気により比較的短い期間で腐朽を生じることが多

かった。そのため寿命が20年とか30年といわれるよう

になったのではないかと筆者は考えている。

　鉄骨造に関しては、鉄骨や接合部分のボルトなどの

錆が問題になる。錆の進行は木材の場合と同様に水

分の存在が大きく影響する。乾燥状態であれば鉄骨

が激しく錆びることはないと考えてよい。また仮に錆が

進行したとしても、ビルなどに用いられる鉄骨であれば

その影響はほとんど無視できる程度である。筆者は一

時期、住宅に用いられる鉄骨（軽量形鋼とよばれてい

る）の錆について調査を行ったことがある。これらは厚

さが2.3mmから3.2mmと鉄骨としては非常に薄いの

で、錆が進行すると強度が不足する恐れが出てくる。

調査の結果ではよほど条件が悪くない限り錆は進行し

ないということがわかった。別の研究であるが、鉄骨系

のプレハブ住宅について通常の使用状況では50年程

度は十分に使えるという報告もある。

　ＲＣ造についてはコンクリートの中性化が耐久性の

指標とされている。コンクリートはもともとアルカリ性であ

るが、空気中の二酸化炭素の作用で表面から徐々に

アルカリ性を失っていく。これを中性化と称している。コ

ンクリートの中性化が問題となるのは鉄筋の錆との関

係においてである。鉄筋が錆びると鉄筋コンクリートと

いう構造方式自体が成立しなくなるので、RC造として

は致命的ということになる。鉄筋はアルカリ性の環境下

では錆びないという性質をもっているが、コンクリートの

中性化が進行して鉄筋の周辺に及ぶと錆が生じる危

険性が増すので、そのあたりの年数を使用限界と考え

ることが多い。実際には中性化によってただちに鉄筋

が錆びるわけではなく、また中性化の進行速度も様々

な条件で大きく変化する。ＲＣ造の物理的な限界は中

性化だけで決まるわけではなく、コンクリート中の塩分

濃度や亀裂の発生状況なども大きく影響する。またこ

うした劣化は補修して回復させることも可能であり、耐

久性の上で決定的な要因になるということでもない。換

言すれば、ＲＣ造の物理的耐久性に決定的な影響を

与える要因というものは存在しないということである。先

頃世界遺産に指定された長崎県の軍艦島には、鉄筋

コンクリート造の建物がたくさん残されているが、100年

近く経ったものもある中で自然崩壊した建物はまだな

い（写真）。

　軍艦島の建物群が使用に耐えるかといわれれば否

定的な答しかできないが、物理的には存在していると

いう事実は大きい。なお現場的な感覚でいうならば、Ｒ

Ｃ造の耐久性は施工で決まるといえる。施工欠陥が多

いものやコンクリートの質がよくない建物はあまり長持

ちしないし、させる意味も薄いといってよい。

　以上をまとめると、建物の耐久性ということについて

はそれを構成する主要構造材料の劣化に注目し、そ

の劣化の進行が構造耐力に影響を及ぼすに至るまで

の年数を推定して物理的耐用年数を算定するという

ことが行われる。この場合、一般論を論じることは比較

的容易であるが、個別の建物について物理的耐用年

数を推定することはほぼ不可能に近い。なぜならば使

用材料の状況や周辺環境、建物自体の使われ方が

特集
　この方法を適用するには、建物群についての年齢

別の現存数と年間の滅失数についての統計資料が

必要となるが、わが国の公式統計ではこうした数値は

得られない。筆者の場合は各市町村が保有している

固定資産税用の家屋台帳を基礎資料として使用して

いる。調査に際してはいつも総務省および各市町村の

固定資産税担当部署の多大な協力を頂いている次

第である。

　直近の調査は2011年のデータについて行ったが、ま

だ公式には発表していないので過去の調査結果とあ

わせて簡単に平均寿命の推計結果を紹介しておく。

（表：平均寿命の調査結果）

 　この結果からはわが国の建物の平均寿命が概ね

50年から60年となること、また構造や用途による違いは

あまり大きくないことなどがわかる。また時系列的に見

ると、平均寿命は徐々に長くなってきていることもわか

る。これらの結果はいわゆる法定耐用年数とは大きく

異なっているが、この点については次項で触れることと

したい。

　結果の中で鉄骨造の平均寿命が短くなる傾向が

あるが、これは材料的な理由によるのではなく、建物

の規模に関係していると筆者は考えている。町中の

小規模なビル等は鉄骨造が多く、建設しやすいと同

時に解体もしやすいので頻繁に建て替えられている

と想像される。

■ 耐用年数と寿命
　俗に法定耐用年数と呼ばれているものは、いうまで

もなく財務省令で定められている減価償却資産の耐

用年数である。現行の建築関係の数値は表に示す通

りであり、木造が極端に短いことが特徴である。

　これらの耐用年数が現在のような形で明確に定め

られたのは昭和26年のことであるが、その前年には

シャウプ勧告が出されており、それを受けて税法等が

大きく改正されたことが背景にある。耐用年数設定の

経緯は文書として公表されている。

　まず法定耐用年数に関する誤解について指摘して

千差万別であり、そうした条件の違いが劣化の進行に

どう影響するかということを判定するのが非常に困難

であることによる。別の言い方をすれば、建物の物理

的な耐久性というものは日常のメンテナンスによってい

くらでも延伸することは可能であり、その意味で物理的

耐用年数は無限大であるとも言えるのである。

■ 建物の寿命実態
　建物に物理的な限界はないことを述べたが、実際

には多くの建物が取り壊されている。ある建物が竣工

してから解体されるまでの時間をその建物の寿命と

呼ぶことにすると、その寿命はいかほどのものであろ

うか。

　建物の寿命を調べるにはいくつかの方法があるが、

ここでは筆者が使っている方法を説明しておく。区間

残存率推計法と呼んでいるが、考え方は人間の平均

寿命（正確には平均余命）を推計する場合とほぼ同じ

である。その方法の概略は次の通りである。

①建物を年齢別に区分する

②それぞれの年齢区分における現存数と一定期

間内（１年間とすることが多い）の滅失数を把握

する

③各年齢における当初の現存数と一定期間後の

現存数から、一定期間後の残存率（区間残存

率）を求める

④区間残存率を年齢の若い方から順に掛け合わ

せて、全体の残存率の推移（残存率曲線）を求

める

⑤残存率曲線から平均寿命を計算する

　残存率曲線の例を図に示す。データから求められる

結果に対して、数学的な処理を行って理論的な曲線

の当てはめも行っているが、これは得られるデータに年

代的な限界（ほぼ昭和30年代以降のみ可）があり、残

存率が小さくなるあたりのグラフがそのままでは得られ

ないためである。

　なお⑤については様 な々方法が考えられるが、筆者は

残存率が50%となる時点を平均寿命としている。人間の

平均余命では残存率曲線の積分値を採用している。

1cm中性化するのに30年として120年という数値を出

している。さらに仕上げによる延命効果があるとして30

年を加えて、最終的に150年を構造体の耐用年数とし

ている。また建物を構成するものとして、構造体以外に

は防水、床、外装、窓を想定し、それぞれに20年から50

年程度の耐用年数を設定している。なおこれらの数値

についての根拠は特に示されていないが、有識者の

経験値によっていると思われる。

　建物全体の耐用年数を求めるには、構造体から窓

までのそれぞれの価格と耐用年数から1年あたりの償

却額を求め、それらの合計としてまず建物全体の1年

あたりの償却額を算出する。その1年あたりの償却額

で建物全体の価格を除してやると耐用年数が計算で

きるというプロセスである。この方法で求められた当時

の耐用年数は表に示す通りである。

　このように減価償却という観点から、資料の乏しい

中で大変苦労しながら算定されたであろうものが現在

の耐用年数の基本となっている。以後の改訂はこの数

値を伸ばすか縮めるかという観点でなされていて、算

定方式を根本的に変更するものではないと考えられ

る。ただこの時点でコンクリート躯体の耐用年数を150

年としている点は炯眼と言わざるを得ない。最近はリ

フォームやリノベーションといって年数を経た建物を新

築同様にすることが多くなっているが、このようなことを

繰り返していけば100年以上の寿命は簡単に実現でき

るはずである。

　筆者は「耐用年数」という言葉が様々な誤解を生む

もとになっていると考える。できれば用語を「償却年数」

とでもしてもらえば誤解はずいぶん少なくなると思うの

であるが。

参考文献

１） 東京国税局・大蔵事務官 石田八郎著　会社経

理と税務調整 ダイヤモンド社 昭和27年４月

おきたい。財務省令はその名称に示されるように減価

償却資産の耐用年数、すなわち償却に要する年数を

規定したもので、おもに法人所得税の税額計算のため

に制定されているものである。しかしながら、他に目安と

なるものがなかったために、この耐用年数があたかも

建物の使用可能年数の如くに理解され、あちらこちら

で引用されているのは周知のとおりである。よく木造30

年、ＲＣ造60年などといわれるのもこの財務省令に起

因していると思われる。甚だしい誤解は耐用年数を過

ぎると建物が使用できなくなるというもので、たとえば

「耐用年数が来るので建て替えるべきか」などという議

論を聞くことも多い。

　財務省令に示される耐用年数については制定後も

幾度かの改訂が行われているが、傾向としては短縮

の方向にある。これは建物の質が悪くなって物理的に

持たなくなったということではない。むしろ戦後の経済

成長や技術革新のおかげで建物の質はどんどん向

上してきた。ではなぜ短縮されるのかといえば、これは

政策的な判断と考えざるを得ない。釈迦に説法である

が、耐用年数が短くなれば減価償却額が大きくなり、

実質的には減税とおなじ効果があることになる。

　では昭和26年当時（実質的にはそれ以前から作業

は始まっていたと思われる）の耐用年数算定について

の考え方はどのようなものであったかを紹介したい。以

下の記述は参考文献
１）
に引用された大蔵省の文書に

基づくものである。

　まず算定方式の共通事項として、「固定資産の耐

用年数は、原則として通常考えられる維持補修を加え

る場合において、その固定資産の本来の用途用法に

より現に通常予定される効果を挙げることができる年

数、即ち、通常の効用持続年数（以下効用持続年数

という。）による。」とされている。物理的に何年持つかで

はないことに注意されたい。

　建物については「建造様式」すなわち構造によって

５種類に分類されている。鉄骨鉄筋コンクリート（ＳＲＣ）

造及びＲＣ造、鉄骨造、煉瓦造及び石造、土蔵造、木

造である。この分類自体に時代性を感じるのは筆者だ

けではないであろう。このうちＲＣ造等についての算定

方法を簡単に紹介する。

　まず構造体の耐用年数についてはコンクリートの中

性化速度を基準に算定している。鉄筋の表面から３～

４cmの厚さで被覆コンクリートがあり、コンクリートが
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は致命的ということになる。鉄筋はアルカリ性の環境下

では錆びないという性質をもっているが、コンクリートの

中性化が進行して鉄筋の周辺に及ぶと錆が生じる危

険性が増すので、そのあたりの年数を使用限界と考え

ることが多い。実際には中性化によってただちに鉄筋

が錆びるわけではなく、また中性化の進行速度も様々

な条件で大きく変化する。ＲＣ造の物理的な限界は中

性化だけで決まるわけではなく、コンクリート中の塩分

濃度や亀裂の発生状況なども大きく影響する。またこ

うした劣化は補修して回復させることも可能であり、耐

久性の上で決定的な要因になるということでもない。換

言すれば、ＲＣ造の物理的耐久性に決定的な影響を

与える要因というものは存在しないということである。先

頃世界遺産に指定された長崎県の軍艦島には、鉄筋

コンクリート造の建物がたくさん残されているが、100年

近く経ったものもある中で自然崩壊した建物はまだな

い（写真）。

　軍艦島の建物群が使用に耐えるかといわれれば否

定的な答しかできないが、物理的には存在していると

いう事実は大きい。なお現場的な感覚でいうならば、Ｒ

Ｃ造の耐久性は施工で決まるといえる。施工欠陥が多

いものやコンクリートの質がよくない建物はあまり長持

ちしないし、させる意味も薄いといってよい。

　以上をまとめると、建物の耐久性ということについて

はそれを構成する主要構造材料の劣化に注目し、そ

の劣化の進行が構造耐力に影響を及ぼすに至るまで

の年数を推定して物理的耐用年数を算定するという

ことが行われる。この場合、一般論を論じることは比較

的容易であるが、個別の建物について物理的耐用年

数を推定することはほぼ不可能に近い。なぜならば使

用材料の状況や周辺環境、建物自体の使われ方が

特集
　この方法を適用するには、建物群についての年齢

別の現存数と年間の滅失数についての統計資料が

必要となるが、わが国の公式統計ではこうした数値は

得られない。筆者の場合は各市町村が保有している

固定資産税用の家屋台帳を基礎資料として使用して

いる。調査に際してはいつも総務省および各市町村の

固定資産税担当部署の多大な協力を頂いている次

第である。

　直近の調査は2011年のデータについて行ったが、ま

だ公式には発表していないので過去の調査結果とあ

わせて簡単に平均寿命の推計結果を紹介しておく。

（表：平均寿命の調査結果）

 　この結果からはわが国の建物の平均寿命が概ね

50年から60年となること、また構造や用途による違いは

あまり大きくないことなどがわかる。また時系列的に見

ると、平均寿命は徐々に長くなってきていることもわか

る。これらの結果はいわゆる法定耐用年数とは大きく

異なっているが、この点については次項で触れることと

したい。

　結果の中で鉄骨造の平均寿命が短くなる傾向が

あるが、これは材料的な理由によるのではなく、建物

の規模に関係していると筆者は考えている。町中の

小規模なビル等は鉄骨造が多く、建設しやすいと同

時に解体もしやすいので頻繁に建て替えられている

と想像される。

■ 耐用年数と寿命
　俗に法定耐用年数と呼ばれているものは、いうまで

もなく財務省令で定められている減価償却資産の耐

用年数である。現行の建築関係の数値は表に示す通

りであり、木造が極端に短いことが特徴である。

　これらの耐用年数が現在のような形で明確に定め

られたのは昭和26年のことであるが、その前年には

シャウプ勧告が出されており、それを受けて税法等が

大きく改正されたことが背景にある。耐用年数設定の

経緯は文書として公表されている。

　まず法定耐用年数に関する誤解について指摘して

千差万別であり、そうした条件の違いが劣化の進行に

どう影響するかということを判定するのが非常に困難

であることによる。別の言い方をすれば、建物の物理

的な耐久性というものは日常のメンテナンスによってい

くらでも延伸することは可能であり、その意味で物理的

耐用年数は無限大であるとも言えるのである。

■ 建物の寿命実態
　建物に物理的な限界はないことを述べたが、実際

には多くの建物が取り壊されている。ある建物が竣工

してから解体されるまでの時間をその建物の寿命と

呼ぶことにすると、その寿命はいかほどのものであろ

うか。

　建物の寿命を調べるにはいくつかの方法があるが、

ここでは筆者が使っている方法を説明しておく。区間

残存率推計法と呼んでいるが、考え方は人間の平均

寿命（正確には平均余命）を推計する場合とほぼ同じ

である。その方法の概略は次の通りである。

①建物を年齢別に区分する

②それぞれの年齢区分における現存数と一定期

間内（１年間とすることが多い）の滅失数を把握

する

③各年齢における当初の現存数と一定期間後の

現存数から、一定期間後の残存率（区間残存

率）を求める

④区間残存率を年齢の若い方から順に掛け合わ

せて、全体の残存率の推移（残存率曲線）を求

める

⑤残存率曲線から平均寿命を計算する

　残存率曲線の例を図に示す。データから求められる

結果に対して、数学的な処理を行って理論的な曲線

の当てはめも行っているが、これは得られるデータに年

代的な限界（ほぼ昭和30年代以降のみ可）があり、残

存率が小さくなるあたりのグラフがそのままでは得られ

ないためである。

　なお⑤については様 な々方法が考えられるが、筆者は

残存率が50%となる時点を平均寿命としている。人間の

平均余命では残存率曲線の積分値を採用している。

1cm中性化するのに30年として120年という数値を出

している。さらに仕上げによる延命効果があるとして30

年を加えて、最終的に150年を構造体の耐用年数とし

ている。また建物を構成するものとして、構造体以外に

は防水、床、外装、窓を想定し、それぞれに20年から50

年程度の耐用年数を設定している。なおこれらの数値

についての根拠は特に示されていないが、有識者の

経験値によっていると思われる。

　建物全体の耐用年数を求めるには、構造体から窓

までのそれぞれの価格と耐用年数から1年あたりの償

却額を求め、それらの合計としてまず建物全体の1年

あたりの償却額を算出する。その1年あたりの償却額

で建物全体の価格を除してやると耐用年数が計算で

きるというプロセスである。この方法で求められた当時

の耐用年数は表に示す通りである。

　このように減価償却という観点から、資料の乏しい

中で大変苦労しながら算定されたであろうものが現在

の耐用年数の基本となっている。以後の改訂はこの数

値を伸ばすか縮めるかという観点でなされていて、算

定方式を根本的に変更するものではないと考えられ

る。ただこの時点でコンクリート躯体の耐用年数を150

年としている点は炯眼と言わざるを得ない。最近はリ

フォームやリノベーションといって年数を経た建物を新

築同様にすることが多くなっているが、このようなことを

繰り返していけば100年以上の寿命は簡単に実現でき

るはずである。

　筆者は「耐用年数」という言葉が様々な誤解を生む

もとになっていると考える。できれば用語を「償却年数」

とでもしてもらえば誤解はずいぶん少なくなると思うの

であるが。

参考文献

１） 東京国税局・大蔵事務官 石田八郎著　会社経

理と税務調整 ダイヤモンド社 昭和27年４月

おきたい。財務省令はその名称に示されるように減価

償却資産の耐用年数、すなわち償却に要する年数を

規定したもので、おもに法人所得税の税額計算のため

に制定されているものである。しかしながら、他に目安と

なるものがなかったために、この耐用年数があたかも

建物の使用可能年数の如くに理解され、あちらこちら

で引用されているのは周知のとおりである。よく木造30

年、ＲＣ造60年などといわれるのもこの財務省令に起

因していると思われる。甚だしい誤解は耐用年数を過

ぎると建物が使用できなくなるというもので、たとえば

「耐用年数が来るので建て替えるべきか」などという議

論を聞くことも多い。

　財務省令に示される耐用年数については制定後も

幾度かの改訂が行われているが、傾向としては短縮

の方向にある。これは建物の質が悪くなって物理的に

持たなくなったということではない。むしろ戦後の経済

成長や技術革新のおかげで建物の質はどんどん向

上してきた。ではなぜ短縮されるのかといえば、これは

政策的な判断と考えざるを得ない。釈迦に説法である

が、耐用年数が短くなれば減価償却額が大きくなり、

実質的には減税とおなじ効果があることになる。

　では昭和26年当時（実質的にはそれ以前から作業

は始まっていたと思われる）の耐用年数算定について

の考え方はどのようなものであったかを紹介したい。以

下の記述は参考文献
１）
に引用された大蔵省の文書に

基づくものである。

　まず算定方式の共通事項として、「固定資産の耐

用年数は、原則として通常考えられる維持補修を加え

る場合において、その固定資産の本来の用途用法に

より現に通常予定される効果を挙げることができる年

数、即ち、通常の効用持続年数（以下効用持続年数

という。）による。」とされている。物理的に何年持つかで

はないことに注意されたい。

　建物については「建造様式」すなわち構造によって

５種類に分類されている。鉄骨鉄筋コンクリート（ＳＲＣ）

造及びＲＣ造、鉄骨造、煉瓦造及び石造、土蔵造、木

造である。この分類自体に時代性を感じるのは筆者だ

けではないであろう。このうちＲＣ造等についての算定

方法を簡単に紹介する。

　まず構造体の耐用年数についてはコンクリートの中

性化速度を基準に算定している。鉄筋の表面から３～

４cmの厚さで被覆コンクリートがあり、コンクリートが
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平均寿命の調査結果

　わが国の建物は以前から寿命が短いといわれてき

たが、最近では長寿命化の推進などもあって世間の

認識が少しずつ変化してきているように思われる。従

来の建物寿命観には、いわゆる法定耐用年数が大き

く影響しているように思うが、これについては後に述べ

ることにする。

■ 建物の物理的耐久性
　建物の寿命というと、まず物理的に何年もつのかと

いう話がでてくる。いきなり結論を述べれば、使い方次

第で何年でももつというのが筆者の答えである。法隆

寺を引き合いに出すまでもなく、わが国には何百年とい

う時間を経た木造建築はいくらでもある。逆に最近の

例でいえば、丹下健三の設計による赤坂プリンスホテ

ルはまだまだ使えそうなのに取り壊されてしまったし、

もっとあわれなのは旧日本長期信用銀行（長銀）本店

ビルであった（写真）。

　日建設計と竹中工務店という日本を代表する設計

事務所とゼネコンにより、100年を超える使用に耐える

建物として建設されたはずであるのに、わずか20年で

解体されてしまった。これらの建物は物理的な限界と

いうより、機能的な限界を理由に取り壊されたと考えら

れる。建物が何年使用に耐えるかという議論は、建物

の生死が所有者の意向に依存するので客観的に議

論することは非常にむずかしい。まずは以下に木造、

鉄骨造、鉄筋コンクリート（ＲＣ）造について物理的な耐

久性の基本を簡単に述べる。 

　まず木造建築については柱や梁などの構造部分を

構成する木材の腐朽（くされ）が決め手となる。腐朽は

腐朽菌というキノコ類の働きにより木材の成分が分解

されることによって生じるが、周辺の環境条件によって

腐朽の進行は異なる。一般に木材の中に含まれる水

分の割合（含水率）が高いほど腐朽しやすくなるが、

一定の含水率以下だと腐朽はほとんど生じない。また

防腐剤を木材に含浸させることでも腐朽を防ぐことは

可能である。つまり木材は常に乾燥している状況では

腐朽は生じないが、湿気や水分に常に接しているとす

ぐに腐朽してしまうことになる。かつての安普請の木造

建築では、土台が地面に近いところにあり、地面から

の湿気により比較的短い期間で腐朽を生じることが多

かった。そのため寿命が20年とか30年といわれるよう

になったのではないかと筆者は考えている。

　鉄骨造に関しては、鉄骨や接合部分のボルトなどの

錆が問題になる。錆の進行は木材の場合と同様に水

分の存在が大きく影響する。乾燥状態であれば鉄骨

が激しく錆びることはないと考えてよい。また仮に錆が

進行したとしても、ビルなどに用いられる鉄骨であれば

その影響はほとんど無視できる程度である。筆者は一

時期、住宅に用いられる鉄骨（軽量形鋼とよばれてい

る）の錆について調査を行ったことがある。これらは厚

さが2.3mmから3.2mmと鉄骨としては非常に薄いの

で、錆が進行すると強度が不足する恐れが出てくる。

調査の結果ではよほど条件が悪くない限り錆は進行し

ないということがわかった。別の研究であるが、鉄骨系

のプレハブ住宅について通常の使用状況では50年程

度は十分に使えるという報告もある。

　ＲＣ造についてはコンクリートの中性化が耐久性の

指標とされている。コンクリートはもともとアルカリ性であ

るが、空気中の二酸化炭素の作用で表面から徐々に

アルカリ性を失っていく。これを中性化と称している。コ

ンクリートの中性化が問題となるのは鉄筋の錆との関

係においてである。鉄筋が錆びると鉄筋コンクリートと

いう構造方式自体が成立しなくなるので、RC造として

は致命的ということになる。鉄筋はアルカリ性の環境下

では錆びないという性質をもっているが、コンクリートの

中性化が進行して鉄筋の周辺に及ぶと錆が生じる危

険性が増すので、そのあたりの年数を使用限界と考え

ることが多い。実際には中性化によってただちに鉄筋

が錆びるわけではなく、また中性化の進行速度も様々

な条件で大きく変化する。ＲＣ造の物理的な限界は中

性化だけで決まるわけではなく、コンクリート中の塩分

濃度や亀裂の発生状況なども大きく影響する。またこ

うした劣化は補修して回復させることも可能であり、耐

久性の上で決定的な要因になるということでもない。換

言すれば、ＲＣ造の物理的耐久性に決定的な影響を

与える要因というものは存在しないということである。先

頃世界遺産に指定された長崎県の軍艦島には、鉄筋

コンクリート造の建物がたくさん残されているが、100年

近く経ったものもある中で自然崩壊した建物はまだな

い（写真）。

　軍艦島の建物群が使用に耐えるかといわれれば否

定的な答しかできないが、物理的には存在していると

いう事実は大きい。なお現場的な感覚でいうならば、Ｒ

Ｃ造の耐久性は施工で決まるといえる。施工欠陥が多

いものやコンクリートの質がよくない建物はあまり長持

ちしないし、させる意味も薄いといってよい。

　以上をまとめると、建物の耐久性ということについて

はそれを構成する主要構造材料の劣化に注目し、そ

の劣化の進行が構造耐力に影響を及ぼすに至るまで

の年数を推定して物理的耐用年数を算定するという

ことが行われる。この場合、一般論を論じることは比較

的容易であるが、個別の建物について物理的耐用年

数を推定することはほぼ不可能に近い。なぜならば使

用材料の状況や周辺環境、建物自体の使われ方が
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　この方法を適用するには、建物群についての年齢

別の現存数と年間の滅失数についての統計資料が

必要となるが、わが国の公式統計ではこうした数値は

得られない。筆者の場合は各市町村が保有している

固定資産税用の家屋台帳を基礎資料として使用して

いる。調査に際してはいつも総務省および各市町村の

固定資産税担当部署の多大な協力を頂いている次

第である。

　直近の調査は2011年のデータについて行ったが、ま

だ公式には発表していないので過去の調査結果とあ

わせて簡単に平均寿命の推計結果を紹介しておく。

（表：平均寿命の調査結果）

 　この結果からはわが国の建物の平均寿命が概ね

50年から60年となること、また構造や用途による違いは

あまり大きくないことなどがわかる。また時系列的に見

ると、平均寿命は徐々に長くなってきていることもわか

る。これらの結果はいわゆる法定耐用年数とは大きく

異なっているが、この点については次項で触れることと

したい。

　結果の中で鉄骨造の平均寿命が短くなる傾向が

あるが、これは材料的な理由によるのではなく、建物

の規模に関係していると筆者は考えている。町中の

小規模なビル等は鉄骨造が多く、建設しやすいと同

時に解体もしやすいので頻繁に建て替えられている

と想像される。

■ 耐用年数と寿命
　俗に法定耐用年数と呼ばれているものは、いうまで

もなく財務省令で定められている減価償却資産の耐

用年数である。現行の建築関係の数値は表に示す通

りであり、木造が極端に短いことが特徴である。

　これらの耐用年数が現在のような形で明確に定め

られたのは昭和26年のことであるが、その前年には

シャウプ勧告が出されており、それを受けて税法等が

大きく改正されたことが背景にある。耐用年数設定の

経緯は文書として公表されている。

　まず法定耐用年数に関する誤解について指摘して

千差万別であり、そうした条件の違いが劣化の進行に

どう影響するかということを判定するのが非常に困難

であることによる。別の言い方をすれば、建物の物理

的な耐久性というものは日常のメンテナンスによってい

くらでも延伸することは可能であり、その意味で物理的

耐用年数は無限大であるとも言えるのである。

■ 建物の寿命実態
　建物に物理的な限界はないことを述べたが、実際

には多くの建物が取り壊されている。ある建物が竣工

してから解体されるまでの時間をその建物の寿命と

呼ぶことにすると、その寿命はいかほどのものであろ

うか。

　建物の寿命を調べるにはいくつかの方法があるが、

ここでは筆者が使っている方法を説明しておく。区間

残存率推計法と呼んでいるが、考え方は人間の平均

寿命（正確には平均余命）を推計する場合とほぼ同じ

である。その方法の概略は次の通りである。

①建物を年齢別に区分する

②それぞれの年齢区分における現存数と一定期

間内（１年間とすることが多い）の滅失数を把握

する

③各年齢における当初の現存数と一定期間後の

現存数から、一定期間後の残存率（区間残存

率）を求める

④区間残存率を年齢の若い方から順に掛け合わ

せて、全体の残存率の推移（残存率曲線）を求

める

⑤残存率曲線から平均寿命を計算する

　残存率曲線の例を図に示す。データから求められる

結果に対して、数学的な処理を行って理論的な曲線

の当てはめも行っているが、これは得られるデータに年

代的な限界（ほぼ昭和30年代以降のみ可）があり、残

存率が小さくなるあたりのグラフがそのままでは得られ

ないためである。

　なお⑤については様 な々方法が考えられるが、筆者は

残存率が50%となる時点を平均寿命としている。人間の

平均余命では残存率曲線の積分値を採用している。

1cm中性化するのに30年として120年という数値を出

している。さらに仕上げによる延命効果があるとして30

年を加えて、最終的に150年を構造体の耐用年数とし

ている。また建物を構成するものとして、構造体以外に

は防水、床、外装、窓を想定し、それぞれに20年から50

年程度の耐用年数を設定している。なおこれらの数値

についての根拠は特に示されていないが、有識者の

経験値によっていると思われる。

　建物全体の耐用年数を求めるには、構造体から窓

までのそれぞれの価格と耐用年数から1年あたりの償

却額を求め、それらの合計としてまず建物全体の1年

あたりの償却額を算出する。その1年あたりの償却額

で建物全体の価格を除してやると耐用年数が計算で

きるというプロセスである。この方法で求められた当時

の耐用年数は表に示す通りである。

　このように減価償却という観点から、資料の乏しい

中で大変苦労しながら算定されたであろうものが現在

の耐用年数の基本となっている。以後の改訂はこの数

値を伸ばすか縮めるかという観点でなされていて、算

定方式を根本的に変更するものではないと考えられ

る。ただこの時点でコンクリート躯体の耐用年数を150

年としている点は炯眼と言わざるを得ない。最近はリ

フォームやリノベーションといって年数を経た建物を新

築同様にすることが多くなっているが、このようなことを

繰り返していけば100年以上の寿命は簡単に実現でき

るはずである。

　筆者は「耐用年数」という言葉が様々な誤解を生む

もとになっていると考える。できれば用語を「償却年数」

とでもしてもらえば誤解はずいぶん少なくなると思うの

であるが。
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おきたい。財務省令はその名称に示されるように減価

償却資産の耐用年数、すなわち償却に要する年数を

規定したもので、おもに法人所得税の税額計算のため

に制定されているものである。しかしながら、他に目安と

なるものがなかったために、この耐用年数があたかも

建物の使用可能年数の如くに理解され、あちらこちら

で引用されているのは周知のとおりである。よく木造30

年、ＲＣ造60年などといわれるのもこの財務省令に起

因していると思われる。甚だしい誤解は耐用年数を過

ぎると建物が使用できなくなるというもので、たとえば

「耐用年数が来るので建て替えるべきか」などという議

論を聞くことも多い。

　財務省令に示される耐用年数については制定後も

幾度かの改訂が行われているが、傾向としては短縮

の方向にある。これは建物の質が悪くなって物理的に

持たなくなったということではない。むしろ戦後の経済

成長や技術革新のおかげで建物の質はどんどん向

上してきた。ではなぜ短縮されるのかといえば、これは

政策的な判断と考えざるを得ない。釈迦に説法である

が、耐用年数が短くなれば減価償却額が大きくなり、

実質的には減税とおなじ効果があることになる。

　では昭和26年当時（実質的にはそれ以前から作業

は始まっていたと思われる）の耐用年数算定について

の考え方はどのようなものであったかを紹介したい。以

下の記述は参考文献
１）
に引用された大蔵省の文書に

基づくものである。

　まず算定方式の共通事項として、「固定資産の耐

用年数は、原則として通常考えられる維持補修を加え

る場合において、その固定資産の本来の用途用法に

より現に通常予定される効果を挙げることができる年

数、即ち、通常の効用持続年数（以下効用持続年数

という。）による。」とされている。物理的に何年持つかで

はないことに注意されたい。

　建物については「建造様式」すなわち構造によって

５種類に分類されている。鉄骨鉄筋コンクリート（ＳＲＣ）

造及びＲＣ造、鉄骨造、煉瓦造及び石造、土蔵造、木

造である。この分類自体に時代性を感じるのは筆者だ

けではないであろう。このうちＲＣ造等についての算定

方法を簡単に紹介する。

　まず構造体の耐用年数についてはコンクリートの中

性化速度を基準に算定している。鉄筋の表面から３～

４cmの厚さで被覆コンクリートがあり、コンクリートが

平均寿命の調査結果

　わが国の建物は以前から寿命が短いといわれてき

たが、最近では長寿命化の推進などもあって世間の

認識が少しずつ変化してきているように思われる。従

来の建物寿命観には、いわゆる法定耐用年数が大き

く影響しているように思うが、これについては後に述べ

ることにする。

■ 建物の物理的耐久性
　建物の寿命というと、まず物理的に何年もつのかと

いう話がでてくる。いきなり結論を述べれば、使い方次

第で何年でももつというのが筆者の答えである。法隆

寺を引き合いに出すまでもなく、わが国には何百年とい

う時間を経た木造建築はいくらでもある。逆に最近の

例でいえば、丹下健三の設計による赤坂プリンスホテ

ルはまだまだ使えそうなのに取り壊されてしまったし、

もっとあわれなのは旧日本長期信用銀行（長銀）本店

ビルであった（写真）。

　日建設計と竹中工務店という日本を代表する設計

事務所とゼネコンにより、100年を超える使用に耐える

建物として建設されたはずであるのに、わずか20年で

解体されてしまった。これらの建物は物理的な限界と

いうより、機能的な限界を理由に取り壊されたと考えら

れる。建物が何年使用に耐えるかという議論は、建物

の生死が所有者の意向に依存するので客観的に議

論することは非常にむずかしい。まずは以下に木造、

鉄骨造、鉄筋コンクリート（ＲＣ）造について物理的な耐

久性の基本を簡単に述べる。 

　まず木造建築については柱や梁などの構造部分を

構成する木材の腐朽（くされ）が決め手となる。腐朽は

腐朽菌というキノコ類の働きにより木材の成分が分解

されることによって生じるが、周辺の環境条件によって

腐朽の進行は異なる。一般に木材の中に含まれる水

分の割合（含水率）が高いほど腐朽しやすくなるが、

一定の含水率以下だと腐朽はほとんど生じない。また

防腐剤を木材に含浸させることでも腐朽を防ぐことは

可能である。つまり木材は常に乾燥している状況では

腐朽は生じないが、湿気や水分に常に接しているとす

ぐに腐朽してしまうことになる。かつての安普請の木造

建築では、土台が地面に近いところにあり、地面から

の湿気により比較的短い期間で腐朽を生じることが多

かった。そのため寿命が20年とか30年といわれるよう

になったのではないかと筆者は考えている。

　鉄骨造に関しては、鉄骨や接合部分のボルトなどの

錆が問題になる。錆の進行は木材の場合と同様に水

分の存在が大きく影響する。乾燥状態であれば鉄骨

が激しく錆びることはないと考えてよい。また仮に錆が

進行したとしても、ビルなどに用いられる鉄骨であれば

その影響はほとんど無視できる程度である。筆者は一

時期、住宅に用いられる鉄骨（軽量形鋼とよばれてい

る）の錆について調査を行ったことがある。これらは厚

さが2.3mmから3.2mmと鉄骨としては非常に薄いの

で、錆が進行すると強度が不足する恐れが出てくる。

調査の結果ではよほど条件が悪くない限り錆は進行し

ないということがわかった。別の研究であるが、鉄骨系

のプレハブ住宅について通常の使用状況では50年程

度は十分に使えるという報告もある。

　ＲＣ造についてはコンクリートの中性化が耐久性の

指標とされている。コンクリートはもともとアルカリ性であ

るが、空気中の二酸化炭素の作用で表面から徐々に

アルカリ性を失っていく。これを中性化と称している。コ

ンクリートの中性化が問題となるのは鉄筋の錆との関

係においてである。鉄筋が錆びると鉄筋コンクリートと

いう構造方式自体が成立しなくなるので、RC造として

は致命的ということになる。鉄筋はアルカリ性の環境下

では錆びないという性質をもっているが、コンクリートの

中性化が進行して鉄筋の周辺に及ぶと錆が生じる危

険性が増すので、そのあたりの年数を使用限界と考え

ることが多い。実際には中性化によってただちに鉄筋

が錆びるわけではなく、また中性化の進行速度も様々

な条件で大きく変化する。ＲＣ造の物理的な限界は中

性化だけで決まるわけではなく、コンクリート中の塩分

濃度や亀裂の発生状況なども大きく影響する。またこ

うした劣化は補修して回復させることも可能であり、耐

久性の上で決定的な要因になるということでもない。換

言すれば、ＲＣ造の物理的耐久性に決定的な影響を

与える要因というものは存在しないということである。先

頃世界遺産に指定された長崎県の軍艦島には、鉄筋

コンクリート造の建物がたくさん残されているが、100年

近く経ったものもある中で自然崩壊した建物はまだな

い（写真）。

　軍艦島の建物群が使用に耐えるかといわれれば否

定的な答しかできないが、物理的には存在していると

いう事実は大きい。なお現場的な感覚でいうならば、Ｒ

Ｃ造の耐久性は施工で決まるといえる。施工欠陥が多

いものやコンクリートの質がよくない建物はあまり長持

ちしないし、させる意味も薄いといってよい。

　以上をまとめると、建物の耐久性ということについて

はそれを構成する主要構造材料の劣化に注目し、そ

の劣化の進行が構造耐力に影響を及ぼすに至るまで

の年数を推定して物理的耐用年数を算定するという

ことが行われる。この場合、一般論を論じることは比較

的容易であるが、個別の建物について物理的耐用年

数を推定することはほぼ不可能に近い。なぜならば使

用材料の状況や周辺環境、建物自体の使われ方が
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　この方法を適用するには、建物群についての年齢

別の現存数と年間の滅失数についての統計資料が

必要となるが、わが国の公式統計ではこうした数値は

得られない。筆者の場合は各市町村が保有している

固定資産税用の家屋台帳を基礎資料として使用して

いる。調査に際してはいつも総務省および各市町村の

固定資産税担当部署の多大な協力を頂いている次

第である。

　直近の調査は2011年のデータについて行ったが、ま

だ公式には発表していないので過去の調査結果とあ

わせて簡単に平均寿命の推計結果を紹介しておく。

（表：平均寿命の調査結果）

 　この結果からはわが国の建物の平均寿命が概ね

50年から60年となること、また構造や用途による違いは

あまり大きくないことなどがわかる。また時系列的に見

ると、平均寿命は徐々に長くなってきていることもわか

る。これらの結果はいわゆる法定耐用年数とは大きく

異なっているが、この点については次項で触れることと

したい。

　結果の中で鉄骨造の平均寿命が短くなる傾向が

あるが、これは材料的な理由によるのではなく、建物

の規模に関係していると筆者は考えている。町中の

小規模なビル等は鉄骨造が多く、建設しやすいと同

時に解体もしやすいので頻繁に建て替えられている

と想像される。

■ 耐用年数と寿命
　俗に法定耐用年数と呼ばれているものは、いうまで

もなく財務省令で定められている減価償却資産の耐

用年数である。現行の建築関係の数値は表に示す通

りであり、木造が極端に短いことが特徴である。

　これらの耐用年数が現在のような形で明確に定め

られたのは昭和26年のことであるが、その前年には

シャウプ勧告が出されており、それを受けて税法等が

大きく改正されたことが背景にある。耐用年数設定の

経緯は文書として公表されている。

　まず法定耐用年数に関する誤解について指摘して

千差万別であり、そうした条件の違いが劣化の進行に

どう影響するかということを判定するのが非常に困難

であることによる。別の言い方をすれば、建物の物理

的な耐久性というものは日常のメンテナンスによってい

くらでも延伸することは可能であり、その意味で物理的

耐用年数は無限大であるとも言えるのである。

■ 建物の寿命実態
　建物に物理的な限界はないことを述べたが、実際

には多くの建物が取り壊されている。ある建物が竣工

してから解体されるまでの時間をその建物の寿命と

呼ぶことにすると、その寿命はいかほどのものであろ

うか。

　建物の寿命を調べるにはいくつかの方法があるが、

ここでは筆者が使っている方法を説明しておく。区間

残存率推計法と呼んでいるが、考え方は人間の平均

寿命（正確には平均余命）を推計する場合とほぼ同じ

である。その方法の概略は次の通りである。

①建物を年齢別に区分する

②それぞれの年齢区分における現存数と一定期

間内（１年間とすることが多い）の滅失数を把握

する

③各年齢における当初の現存数と一定期間後の

現存数から、一定期間後の残存率（区間残存

率）を求める

④区間残存率を年齢の若い方から順に掛け合わ

せて、全体の残存率の推移（残存率曲線）を求

める

⑤残存率曲線から平均寿命を計算する

　残存率曲線の例を図に示す。データから求められる

結果に対して、数学的な処理を行って理論的な曲線

の当てはめも行っているが、これは得られるデータに年

代的な限界（ほぼ昭和30年代以降のみ可）があり、残

存率が小さくなるあたりのグラフがそのままでは得られ

ないためである。

　なお⑤については様 な々方法が考えられるが、筆者は

残存率が50%となる時点を平均寿命としている。人間の

平均余命では残存率曲線の積分値を採用している。

1cm中性化するのに30年として120年という数値を出

している。さらに仕上げによる延命効果があるとして30

年を加えて、最終的に150年を構造体の耐用年数とし

ている。また建物を構成するものとして、構造体以外に

は防水、床、外装、窓を想定し、それぞれに20年から50

年程度の耐用年数を設定している。なおこれらの数値

についての根拠は特に示されていないが、有識者の

経験値によっていると思われる。

　建物全体の耐用年数を求めるには、構造体から窓

までのそれぞれの価格と耐用年数から1年あたりの償

却額を求め、それらの合計としてまず建物全体の1年

あたりの償却額を算出する。その1年あたりの償却額

で建物全体の価格を除してやると耐用年数が計算で

きるというプロセスである。この方法で求められた当時

の耐用年数は表に示す通りである。

　このように減価償却という観点から、資料の乏しい

中で大変苦労しながら算定されたであろうものが現在

の耐用年数の基本となっている。以後の改訂はこの数

値を伸ばすか縮めるかという観点でなされていて、算

定方式を根本的に変更するものではないと考えられ

る。ただこの時点でコンクリート躯体の耐用年数を150

年としている点は炯眼と言わざるを得ない。最近はリ

フォームやリノベーションといって年数を経た建物を新

築同様にすることが多くなっているが、このようなことを

繰り返していけば100年以上の寿命は簡単に実現でき

るはずである。

　筆者は「耐用年数」という言葉が様々な誤解を生む

もとになっていると考える。できれば用語を「償却年数」

とでもしてもらえば誤解はずいぶん少なくなると思うの

であるが。
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おきたい。財務省令はその名称に示されるように減価

償却資産の耐用年数、すなわち償却に要する年数を

規定したもので、おもに法人所得税の税額計算のため

に制定されているものである。しかしながら、他に目安と

なるものがなかったために、この耐用年数があたかも

建物の使用可能年数の如くに理解され、あちらこちら

で引用されているのは周知のとおりである。よく木造30

年、ＲＣ造60年などといわれるのもこの財務省令に起

因していると思われる。甚だしい誤解は耐用年数を過

ぎると建物が使用できなくなるというもので、たとえば

「耐用年数が来るので建て替えるべきか」などという議

論を聞くことも多い。

　財務省令に示される耐用年数については制定後も

幾度かの改訂が行われているが、傾向としては短縮

の方向にある。これは建物の質が悪くなって物理的に

持たなくなったということではない。むしろ戦後の経済

成長や技術革新のおかげで建物の質はどんどん向

上してきた。ではなぜ短縮されるのかといえば、これは

政策的な判断と考えざるを得ない。釈迦に説法である

が、耐用年数が短くなれば減価償却額が大きくなり、

実質的には減税とおなじ効果があることになる。

　では昭和26年当時（実質的にはそれ以前から作業

は始まっていたと思われる）の耐用年数算定について

の考え方はどのようなものであったかを紹介したい。以

下の記述は参考文献
１）
に引用された大蔵省の文書に

基づくものである。

　まず算定方式の共通事項として、「固定資産の耐

用年数は、原則として通常考えられる維持補修を加え

る場合において、その固定資産の本来の用途用法に

より現に通常予定される効果を挙げることができる年

数、即ち、通常の効用持続年数（以下効用持続年数

という。）による。」とされている。物理的に何年持つかで

はないことに注意されたい。

　建物については「建造様式」すなわち構造によって

５種類に分類されている。鉄骨鉄筋コンクリート（ＳＲＣ）

造及びＲＣ造、鉄骨造、煉瓦造及び石造、土蔵造、木

造である。この分類自体に時代性を感じるのは筆者だ

けではないであろう。このうちＲＣ造等についての算定

方法を簡単に紹介する。

　まず構造体の耐用年数についてはコンクリートの中

性化速度を基準に算定している。鉄筋の表面から３～

４cmの厚さで被覆コンクリートがあり、コンクリートが
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　わが国の建物は以前から寿命が短いといわれてき

たが、最近では長寿命化の推進などもあって世間の

認識が少しずつ変化してきているように思われる。従

来の建物寿命観には、いわゆる法定耐用年数が大き

く影響しているように思うが、これについては後に述べ

ることにする。

■ 建物の物理的耐久性
　建物の寿命というと、まず物理的に何年もつのかと

いう話がでてくる。いきなり結論を述べれば、使い方次

第で何年でももつというのが筆者の答えである。法隆

寺を引き合いに出すまでもなく、わが国には何百年とい

う時間を経た木造建築はいくらでもある。逆に最近の

例でいえば、丹下健三の設計による赤坂プリンスホテ

ルはまだまだ使えそうなのに取り壊されてしまったし、

もっとあわれなのは旧日本長期信用銀行（長銀）本店

ビルであった（写真）。

　日建設計と竹中工務店という日本を代表する設計

事務所とゼネコンにより、100年を超える使用に耐える

建物として建設されたはずであるのに、わずか20年で

解体されてしまった。これらの建物は物理的な限界と

いうより、機能的な限界を理由に取り壊されたと考えら

れる。建物が何年使用に耐えるかという議論は、建物

の生死が所有者の意向に依存するので客観的に議

論することは非常にむずかしい。まずは以下に木造、

鉄骨造、鉄筋コンクリート（ＲＣ）造について物理的な耐

久性の基本を簡単に述べる。 

　まず木造建築については柱や梁などの構造部分を

構成する木材の腐朽（くされ）が決め手となる。腐朽は

腐朽菌というキノコ類の働きにより木材の成分が分解

されることによって生じるが、周辺の環境条件によって

腐朽の進行は異なる。一般に木材の中に含まれる水

分の割合（含水率）が高いほど腐朽しやすくなるが、

一定の含水率以下だと腐朽はほとんど生じない。また

防腐剤を木材に含浸させることでも腐朽を防ぐことは

可能である。つまり木材は常に乾燥している状況では

腐朽は生じないが、湿気や水分に常に接しているとす

ぐに腐朽してしまうことになる。かつての安普請の木造

建築では、土台が地面に近いところにあり、地面から

の湿気により比較的短い期間で腐朽を生じることが多

かった。そのため寿命が20年とか30年といわれるよう

になったのではないかと筆者は考えている。

　鉄骨造に関しては、鉄骨や接合部分のボルトなどの

錆が問題になる。錆の進行は木材の場合と同様に水

分の存在が大きく影響する。乾燥状態であれば鉄骨

が激しく錆びることはないと考えてよい。また仮に錆が

進行したとしても、ビルなどに用いられる鉄骨であれば

その影響はほとんど無視できる程度である。筆者は一

時期、住宅に用いられる鉄骨（軽量形鋼とよばれてい

る）の錆について調査を行ったことがある。これらは厚

さが2.3mmから3.2mmと鉄骨としては非常に薄いの

で、錆が進行すると強度が不足する恐れが出てくる。

調査の結果ではよほど条件が悪くない限り錆は進行し

ないということがわかった。別の研究であるが、鉄骨系

のプレハブ住宅について通常の使用状況では50年程

度は十分に使えるという報告もある。

　ＲＣ造についてはコンクリートの中性化が耐久性の

指標とされている。コンクリートはもともとアルカリ性であ

るが、空気中の二酸化炭素の作用で表面から徐々に

アルカリ性を失っていく。これを中性化と称している。コ

ンクリートの中性化が問題となるのは鉄筋の錆との関

係においてである。鉄筋が錆びると鉄筋コンクリートと

いう構造方式自体が成立しなくなるので、RC造として

は致命的ということになる。鉄筋はアルカリ性の環境下

では錆びないという性質をもっているが、コンクリートの

中性化が進行して鉄筋の周辺に及ぶと錆が生じる危

険性が増すので、そのあたりの年数を使用限界と考え

ることが多い。実際には中性化によってただちに鉄筋

が錆びるわけではなく、また中性化の進行速度も様々

な条件で大きく変化する。ＲＣ造の物理的な限界は中

性化だけで決まるわけではなく、コンクリート中の塩分

濃度や亀裂の発生状況なども大きく影響する。またこ

うした劣化は補修して回復させることも可能であり、耐

久性の上で決定的な要因になるということでもない。換

言すれば、ＲＣ造の物理的耐久性に決定的な影響を

与える要因というものは存在しないということである。先

頃世界遺産に指定された長崎県の軍艦島には、鉄筋

コンクリート造の建物がたくさん残されているが、100年

近く経ったものもある中で自然崩壊した建物はまだな

い（写真）。

　軍艦島の建物群が使用に耐えるかといわれれば否

定的な答しかできないが、物理的には存在していると

いう事実は大きい。なお現場的な感覚でいうならば、Ｒ

Ｃ造の耐久性は施工で決まるといえる。施工欠陥が多

いものやコンクリートの質がよくない建物はあまり長持

ちしないし、させる意味も薄いといってよい。

　以上をまとめると、建物の耐久性ということについて

はそれを構成する主要構造材料の劣化に注目し、そ

の劣化の進行が構造耐力に影響を及ぼすに至るまで

の年数を推定して物理的耐用年数を算定するという

ことが行われる。この場合、一般論を論じることは比較

的容易であるが、個別の建物について物理的耐用年

数を推定することはほぼ不可能に近い。なぜならば使

用材料の状況や周辺環境、建物自体の使われ方が

　この方法を適用するには、建物群についての年齢

別の現存数と年間の滅失数についての統計資料が

必要となるが、わが国の公式統計ではこうした数値は

得られない。筆者の場合は各市町村が保有している

固定資産税用の家屋台帳を基礎資料として使用して

いる。調査に際してはいつも総務省および各市町村の

固定資産税担当部署の多大な協力を頂いている次

第である。

　直近の調査は2011年のデータについて行ったが、ま

だ公式には発表していないので過去の調査結果とあ

わせて簡単に平均寿命の推計結果を紹介しておく。

（表：平均寿命の調査結果）

 　この結果からはわが国の建物の平均寿命が概ね

50年から60年となること、また構造や用途による違いは

あまり大きくないことなどがわかる。また時系列的に見

ると、平均寿命は徐々に長くなってきていることもわか

る。これらの結果はいわゆる法定耐用年数とは大きく

異なっているが、この点については次項で触れることと

したい。

　結果の中で鉄骨造の平均寿命が短くなる傾向が

あるが、これは材料的な理由によるのではなく、建物

の規模に関係していると筆者は考えている。町中の

小規模なビル等は鉄骨造が多く、建設しやすいと同

時に解体もしやすいので頻繁に建て替えられている

と想像される。

■ 耐用年数と寿命
　俗に法定耐用年数と呼ばれているものは、いうまで

もなく財務省令で定められている減価償却資産の耐

用年数である。現行の建築関係の数値は表に示す通

りであり、木造が極端に短いことが特徴である。

　これらの耐用年数が現在のような形で明確に定め

られたのは昭和26年のことであるが、その前年には

シャウプ勧告が出されており、それを受けて税法等が

大きく改正されたことが背景にある。耐用年数設定の

経緯は文書として公表されている。

　まず法定耐用年数に関する誤解について指摘して

千差万別であり、そうした条件の違いが劣化の進行に

どう影響するかということを判定するのが非常に困難

であることによる。別の言い方をすれば、建物の物理

的な耐久性というものは日常のメンテナンスによってい

くらでも延伸することは可能であり、その意味で物理的

耐用年数は無限大であるとも言えるのである。

■ 建物の寿命実態
　建物に物理的な限界はないことを述べたが、実際

には多くの建物が取り壊されている。ある建物が竣工

してから解体されるまでの時間をその建物の寿命と

呼ぶことにすると、その寿命はいかほどのものであろ

うか。

　建物の寿命を調べるにはいくつかの方法があるが、

ここでは筆者が使っている方法を説明しておく。区間

残存率推計法と呼んでいるが、考え方は人間の平均

寿命（正確には平均余命）を推計する場合とほぼ同じ

である。その方法の概略は次の通りである。

①建物を年齢別に区分する

②それぞれの年齢区分における現存数と一定期

間内（１年間とすることが多い）の滅失数を把握

する

③各年齢における当初の現存数と一定期間後の

現存数から、一定期間後の残存率（区間残存

率）を求める

④区間残存率を年齢の若い方から順に掛け合わ

せて、全体の残存率の推移（残存率曲線）を求

める

⑤残存率曲線から平均寿命を計算する

　残存率曲線の例を図に示す。データから求められる

結果に対して、数学的な処理を行って理論的な曲線

の当てはめも行っているが、これは得られるデータに年

代的な限界（ほぼ昭和30年代以降のみ可）があり、残

存率が小さくなるあたりのグラフがそのままでは得られ

ないためである。

　なお⑤については様 な々方法が考えられるが、筆者は

残存率が50%となる時点を平均寿命としている。人間の

平均余命では残存率曲線の積分値を採用している。
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1cm中性化するのに30年として120年という数値を出

している。さらに仕上げによる延命効果があるとして30

年を加えて、最終的に150年を構造体の耐用年数とし

ている。また建物を構成するものとして、構造体以外に

は防水、床、外装、窓を想定し、それぞれに20年から50

年程度の耐用年数を設定している。なおこれらの数値

についての根拠は特に示されていないが、有識者の

経験値によっていると思われる。

　建物全体の耐用年数を求めるには、構造体から窓

までのそれぞれの価格と耐用年数から1年あたりの償

却額を求め、それらの合計としてまず建物全体の1年

あたりの償却額を算出する。その1年あたりの償却額

で建物全体の価格を除してやると耐用年数が計算で

きるというプロセスである。この方法で求められた当時

の耐用年数は表に示す通りである。

　このように減価償却という観点から、資料の乏しい

中で大変苦労しながら算定されたであろうものが現在

の耐用年数の基本となっている。以後の改訂はこの数

値を伸ばすか縮めるかという観点でなされていて、算

定方式を根本的に変更するものではないと考えられ

る。ただこの時点でコンクリート躯体の耐用年数を150

年としている点は炯眼と言わざるを得ない。最近はリ

フォームやリノベーションといって年数を経た建物を新

築同様にすることが多くなっているが、このようなことを

繰り返していけば100年以上の寿命は簡単に実現でき

るはずである。

　筆者は「耐用年数」という言葉が様 な々誤解を生む

もとになっていると考える。できれば用語を「償却年数」

とでもしてもらえば誤解はずいぶん少なくなると思うの

であるが。
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減価償却資産の耐用年数
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おきたい。財務省令はその名称に示されるように減価

償却資産の耐用年数、すなわち償却に要する年数を

規定したもので、おもに法人所得税の税額計算のため

に制定されているものである。しかしながら、他に目安と

なるものがなかったために、この耐用年数があたかも

建物の使用可能年数の如くに理解され、あちらこちら

で引用されているのは周知のとおりである。よく木造30

年、ＲＣ造60年などといわれるのもこの財務省令に起

因していると思われる。甚だしい誤解は耐用年数を過

ぎると建物が使用できなくなるというもので、たとえば

「耐用年数が来るので建て替えるべきか」などという議

論を聞くことも多い。

　財務省令に示される耐用年数については制定後も

幾度かの改訂が行われているが、傾向としては短縮

の方向にある。これは建物の質が悪くなって物理的に

持たなくなったということではない。むしろ戦後の経済

成長や技術革新のおかげで建物の質はどんどん向

上してきた。ではなぜ短縮されるのかといえば、これは

政策的な判断と考えざるを得ない。釈迦に説法である

が、耐用年数が短くなれば減価償却額が大きくなり、

実質的には減税とおなじ効果があることになる。

　では昭和26年当時（実質的にはそれ以前から作業

は始まっていたと思われる）の耐用年数算定について

の考え方はどのようなものであったかを紹介したい。以

下の記述は参考文献
１）
に引用された大蔵省の文書に

基づくものである。

　まず算定方式の共通事項として、「固定資産の耐

用年数は、原則として通常考えられる維持補修を加え

る場合において、その固定資産の本来の用途用法に

より現に通常予定される効果を挙げることができる年

数、即ち、通常の効用持続年数（以下効用持続年数

という。）による。」とされている。物理的に何年持つかで

はないことに注意されたい。

　建物については「建造様式」すなわち構造によって

５種類に分類されている。鉄骨鉄筋コンクリート（ＳＲＣ）

造及びＲＣ造、鉄骨造、煉瓦造及び石造、土蔵造、木

造である。この分類自体に時代性を感じるのは筆者だ

けではないであろう。このうちＲＣ造等についての算定

方法を簡単に紹介する。

　まず構造体の耐用年数についてはコンクリートの中

性化速度を基準に算定している。鉄筋の表面から３～

４cmの厚さで被覆コンクリートがあり、コンクリートが

　わが国の建物は以前から寿命が短いといわれてき

たが、最近では長寿命化の推進などもあって世間の

認識が少しずつ変化してきているように思われる。従

来の建物寿命観には、いわゆる法定耐用年数が大き

く影響しているように思うが、これについては後に述べ

ることにする。

■ 建物の物理的耐久性
　建物の寿命というと、まず物理的に何年もつのかと

いう話がでてくる。いきなり結論を述べれば、使い方次

第で何年でももつというのが筆者の答えである。法隆

寺を引き合いに出すまでもなく、わが国には何百年とい

う時間を経た木造建築はいくらでもある。逆に最近の

例でいえば、丹下健三の設計による赤坂プリンスホテ

ルはまだまだ使えそうなのに取り壊されてしまったし、

もっとあわれなのは旧日本長期信用銀行（長銀）本店

ビルであった（写真）。

　日建設計と竹中工務店という日本を代表する設計

事務所とゼネコンにより、100年を超える使用に耐える

建物として建設されたはずであるのに、わずか20年で

解体されてしまった。これらの建物は物理的な限界と

いうより、機能的な限界を理由に取り壊されたと考えら

れる。建物が何年使用に耐えるかという議論は、建物

の生死が所有者の意向に依存するので客観的に議

論することは非常にむずかしい。まずは以下に木造、

鉄骨造、鉄筋コンクリート（ＲＣ）造について物理的な耐

久性の基本を簡単に述べる。 

　まず木造建築については柱や梁などの構造部分を

構成する木材の腐朽（くされ）が決め手となる。腐朽は

腐朽菌というキノコ類の働きにより木材の成分が分解

されることによって生じるが、周辺の環境条件によって

腐朽の進行は異なる。一般に木材の中に含まれる水

分の割合（含水率）が高いほど腐朽しやすくなるが、

一定の含水率以下だと腐朽はほとんど生じない。また

防腐剤を木材に含浸させることでも腐朽を防ぐことは

可能である。つまり木材は常に乾燥している状況では

腐朽は生じないが、湿気や水分に常に接しているとす

ぐに腐朽してしまうことになる。かつての安普請の木造

建築では、土台が地面に近いところにあり、地面から

の湿気により比較的短い期間で腐朽を生じることが多

かった。そのため寿命が20年とか30年といわれるよう

になったのではないかと筆者は考えている。

　鉄骨造に関しては、鉄骨や接合部分のボルトなどの

錆が問題になる。錆の進行は木材の場合と同様に水

分の存在が大きく影響する。乾燥状態であれば鉄骨

が激しく錆びることはないと考えてよい。また仮に錆が

進行したとしても、ビルなどに用いられる鉄骨であれば

その影響はほとんど無視できる程度である。筆者は一

時期、住宅に用いられる鉄骨（軽量形鋼とよばれてい

る）の錆について調査を行ったことがある。これらは厚

さが2.3mmから3.2mmと鉄骨としては非常に薄いの

で、錆が進行すると強度が不足する恐れが出てくる。

調査の結果ではよほど条件が悪くない限り錆は進行し

ないということがわかった。別の研究であるが、鉄骨系

のプレハブ住宅について通常の使用状況では50年程

度は十分に使えるという報告もある。

　ＲＣ造についてはコンクリートの中性化が耐久性の

指標とされている。コンクリートはもともとアルカリ性であ

るが、空気中の二酸化炭素の作用で表面から徐々に

アルカリ性を失っていく。これを中性化と称している。コ

ンクリートの中性化が問題となるのは鉄筋の錆との関

係においてである。鉄筋が錆びると鉄筋コンクリートと

いう構造方式自体が成立しなくなるので、RC造として

は致命的ということになる。鉄筋はアルカリ性の環境下

では錆びないという性質をもっているが、コンクリートの

中性化が進行して鉄筋の周辺に及ぶと錆が生じる危

険性が増すので、そのあたりの年数を使用限界と考え

ることが多い。実際には中性化によってただちに鉄筋

が錆びるわけではなく、また中性化の進行速度も様々

な条件で大きく変化する。ＲＣ造の物理的な限界は中

性化だけで決まるわけではなく、コンクリート中の塩分

濃度や亀裂の発生状況なども大きく影響する。またこ

うした劣化は補修して回復させることも可能であり、耐

久性の上で決定的な要因になるということでもない。換

言すれば、ＲＣ造の物理的耐久性に決定的な影響を

与える要因というものは存在しないということである。先

頃世界遺産に指定された長崎県の軍艦島には、鉄筋

コンクリート造の建物がたくさん残されているが、100年

近く経ったものもある中で自然崩壊した建物はまだな

い（写真）。

　軍艦島の建物群が使用に耐えるかといわれれば否

定的な答しかできないが、物理的には存在していると

いう事実は大きい。なお現場的な感覚でいうならば、Ｒ

Ｃ造の耐久性は施工で決まるといえる。施工欠陥が多

いものやコンクリートの質がよくない建物はあまり長持

ちしないし、させる意味も薄いといってよい。

　以上をまとめると、建物の耐久性ということについて

はそれを構成する主要構造材料の劣化に注目し、そ

の劣化の進行が構造耐力に影響を及ぼすに至るまで

の年数を推定して物理的耐用年数を算定するという

ことが行われる。この場合、一般論を論じることは比較

的容易であるが、個別の建物について物理的耐用年

数を推定することはほぼ不可能に近い。なぜならば使

用材料の状況や周辺環境、建物自体の使われ方が

　この方法を適用するには、建物群についての年齢

別の現存数と年間の滅失数についての統計資料が

必要となるが、わが国の公式統計ではこうした数値は

得られない。筆者の場合は各市町村が保有している

固定資産税用の家屋台帳を基礎資料として使用して

いる。調査に際してはいつも総務省および各市町村の

固定資産税担当部署の多大な協力を頂いている次

第である。

　直近の調査は2011年のデータについて行ったが、ま

だ公式には発表していないので過去の調査結果とあ

わせて簡単に平均寿命の推計結果を紹介しておく。

（表：平均寿命の調査結果）

 　この結果からはわが国の建物の平均寿命が概ね

50年から60年となること、また構造や用途による違いは

あまり大きくないことなどがわかる。また時系列的に見

ると、平均寿命は徐々に長くなってきていることもわか

る。これらの結果はいわゆる法定耐用年数とは大きく

異なっているが、この点については次項で触れることと

したい。

　結果の中で鉄骨造の平均寿命が短くなる傾向が

あるが、これは材料的な理由によるのではなく、建物

の規模に関係していると筆者は考えている。町中の

小規模なビル等は鉄骨造が多く、建設しやすいと同

時に解体もしやすいので頻繁に建て替えられている

と想像される。

■ 耐用年数と寿命
　俗に法定耐用年数と呼ばれているものは、いうまで

もなく財務省令で定められている減価償却資産の耐

用年数である。現行の建築関係の数値は表に示す通

りであり、木造が極端に短いことが特徴である。

　これらの耐用年数が現在のような形で明確に定め

られたのは昭和26年のことであるが、その前年には

シャウプ勧告が出されており、それを受けて税法等が

大きく改正されたことが背景にある。耐用年数設定の

経緯は文書として公表されている。

　まず法定耐用年数に関する誤解について指摘して

千差万別であり、そうした条件の違いが劣化の進行に

どう影響するかということを判定するのが非常に困難

であることによる。別の言い方をすれば、建物の物理

的な耐久性というものは日常のメンテナンスによってい

くらでも延伸することは可能であり、その意味で物理的

耐用年数は無限大であるとも言えるのである。

■ 建物の寿命実態
　建物に物理的な限界はないことを述べたが、実際

には多くの建物が取り壊されている。ある建物が竣工

してから解体されるまでの時間をその建物の寿命と

呼ぶことにすると、その寿命はいかほどのものであろ

うか。

　建物の寿命を調べるにはいくつかの方法があるが、

ここでは筆者が使っている方法を説明しておく。区間

残存率推計法と呼んでいるが、考え方は人間の平均

寿命（正確には平均余命）を推計する場合とほぼ同じ

である。その方法の概略は次の通りである。

①建物を年齢別に区分する

②それぞれの年齢区分における現存数と一定期

間内（１年間とすることが多い）の滅失数を把握

する

③各年齢における当初の現存数と一定期間後の

現存数から、一定期間後の残存率（区間残存

率）を求める

④区間残存率を年齢の若い方から順に掛け合わ

せて、全体の残存率の推移（残存率曲線）を求

める

⑤残存率曲線から平均寿命を計算する

　残存率曲線の例を図に示す。データから求められる

結果に対して、数学的な処理を行って理論的な曲線

の当てはめも行っているが、これは得られるデータに年

代的な限界（ほぼ昭和30年代以降のみ可）があり、残

存率が小さくなるあたりのグラフがそのままでは得られ

ないためである。

　なお⑤については様 な々方法が考えられるが、筆者は

残存率が50%となる時点を平均寿命としている。人間の

平均余命では残存率曲線の積分値を採用している。
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1cm中性化するのに30年として120年という数値を出

している。さらに仕上げによる延命効果があるとして30

年を加えて、最終的に150年を構造体の耐用年数とし

ている。また建物を構成するものとして、構造体以外に

は防水、床、外装、窓を想定し、それぞれに20年から50

年程度の耐用年数を設定している。なおこれらの数値

についての根拠は特に示されていないが、有識者の

経験値によっていると思われる。

　建物全体の耐用年数を求めるには、構造体から窓

までのそれぞれの価格と耐用年数から1年あたりの償

却額を求め、それらの合計としてまず建物全体の1年

あたりの償却額を算出する。その1年あたりの償却額

で建物全体の価格を除してやると耐用年数が計算で

きるというプロセスである。この方法で求められた当時

の耐用年数は表に示す通りである。

　このように減価償却という観点から、資料の乏しい

中で大変苦労しながら算定されたであろうものが現在

の耐用年数の基本となっている。以後の改訂はこの数

値を伸ばすか縮めるかという観点でなされていて、算

定方式を根本的に変更するものではないと考えられ

る。ただこの時点でコンクリート躯体の耐用年数を150

年としている点は炯眼と言わざるを得ない。最近はリ

フォームやリノベーションといって年数を経た建物を新

築同様にすることが多くなっているが、このようなことを

繰り返していけば100年以上の寿命は簡単に実現でき

るはずである。

　筆者は「耐用年数」という言葉が様 な々誤解を生む

もとになっていると考える。できれば用語を「償却年数」

とでもしてもらえば誤解はずいぶん少なくなると思うの

であるが。
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おきたい。財務省令はその名称に示されるように減価

償却資産の耐用年数、すなわち償却に要する年数を

規定したもので、おもに法人所得税の税額計算のため

に制定されているものである。しかしながら、他に目安と

なるものがなかったために、この耐用年数があたかも

建物の使用可能年数の如くに理解され、あちらこちら

で引用されているのは周知のとおりである。よく木造30

年、ＲＣ造60年などといわれるのもこの財務省令に起

因していると思われる。甚だしい誤解は耐用年数を過

ぎると建物が使用できなくなるというもので、たとえば

「耐用年数が来るので建て替えるべきか」などという議

論を聞くことも多い。

　財務省令に示される耐用年数については制定後も

幾度かの改訂が行われているが、傾向としては短縮

の方向にある。これは建物の質が悪くなって物理的に

持たなくなったということではない。むしろ戦後の経済

成長や技術革新のおかげで建物の質はどんどん向

上してきた。ではなぜ短縮されるのかといえば、これは

政策的な判断と考えざるを得ない。釈迦に説法である

が、耐用年数が短くなれば減価償却額が大きくなり、

実質的には減税とおなじ効果があることになる。

　では昭和26年当時（実質的にはそれ以前から作業

は始まっていたと思われる）の耐用年数算定について

の考え方はどのようなものであったかを紹介したい。以

下の記述は参考文献
１）
に引用された大蔵省の文書に

基づくものである。

　まず算定方式の共通事項として、「固定資産の耐

用年数は、原則として通常考えられる維持補修を加え

る場合において、その固定資産の本来の用途用法に

より現に通常予定される効果を挙げることができる年

数、即ち、通常の効用持続年数（以下効用持続年数

という。）による。」とされている。物理的に何年持つかで

はないことに注意されたい。

　建物については「建造様式」すなわち構造によって

５種類に分類されている。鉄骨鉄筋コンクリート（ＳＲＣ）

造及びＲＣ造、鉄骨造、煉瓦造及び石造、土蔵造、木

造である。この分類自体に時代性を感じるのは筆者だ

けではないであろう。このうちＲＣ造等についての算定

方法を簡単に紹介する。

　まず構造体の耐用年数についてはコンクリートの中

性化速度を基準に算定している。鉄筋の表面から３～

４cmの厚さで被覆コンクリートがあり、コンクリートが
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